
※内容を確認の上、該当箇所にチェックをご記入ください。

（地方公共団体名）
申請日

[様式第13号（第16条関係）]

月 日

福島市 殿

年

【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書

　【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度を利用するため、「【リ・バース６０】耐震
改修利子補給制度利用対象証明書」の発行を申請します。

※太枠内をご記入ください。

　 申請者
（【リ・バース６
０】
のお申込人）

※【リ・バース６
０】のお申込人
が２人の場合
は、いずれかの
方がご記入く
ださい。

氏　　名

フリガナ
押印
不要

住所 〒（ － )

補助事業等名 福島市木造住宅耐震改修等補助事業

) － ( )ＴＥＬ ( ) － (

補助申請者
氏名

（【リ・バース６０】のお申込人と補助事業の申請者が異なる場合のみ記載）

改修する住宅の所在地
（地名地番）

① 補助事業等の対象とならない場合、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の利用ができないこと。

誓約事項

□
【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度を利用するに当たって、上記補助事業等の利用要件を満たしていることを誓約しま
す。
現時点で合致していない要件につきましては、補助申請時には満たすことを誓約します。

提出書類（いずれかにチェック）

□ 本申請書提出時点で、補助申請書類は提出済みです。

□
本申請書提出時点では、補助申請書類を提出していないため、本申請書の提出と合わせて、補助対象であることを証明する
資料（補助申請書類）を提出します。
ただし、現時点では提出（取得）できない書類については、補助申請時に提出します。

承諾事項

□ 次の①から③までの全ての事項について承諾します。

（書式適用日）令和○年○月○日

②
【リ・バース６０】の要件に合致しない場合、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の利用ができないこと。
【リ・バース６０】取扱金融機関の審査の結果、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の利用ができないことがあること。

③
本申請に関する情報（申請者及び補助申請者の情報を含む。）は、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度及び補助事業等
の実施のために必要な範囲で地方公共団体と住宅金融支援機構が共有すること。

（地方公共団体使用欄）
受付欄



印

殿

[様式第14号（第16条関係）] 申請者用

【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明書

（融資申込者名）

日

（地方公共団体名）

福島市

補助事業交付決定額 　　　　円

日に提出された「【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度

利用対象証明書発行申請書」による申請につきまして、次のとおり【リ・バース６
０】耐震改修利子補給制度の利用対象となることを証明します。

発行日 発行番号年 月

年 月

（書式適用日）令和７年○月○日

対象となる取扱金融機関が限定されていますので、ご利用に当たっては、機構ＨＰにて確認してください。

改修する住宅の所在地
（地名地番）

補助事業等名 福島市木造住宅耐震改修等補助事業

連絡事項
※必要に応じ追記可

①

本証明書の金融機関提出用は、【リ・バース６０】のご契約時までに
取扱金融機関にご提出ください。ご提出されない場合、【リ・バース
６０】耐震改修利子補給制度をご利用いただけませんので、ご注意
ください。

③
本証明書の発行後、　【リ・バース６０】の融資を受けなくなった場合
又は　【リ・バース６０】の融資が不承認となった場合は、速やかに
（地方公共団体）までご連絡ください。

耐震改修工事費 円

②
本証明書の発行後、上記補助事業等の対象とならなくなった場合、
【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の利用ができません。また、
その旨を取扱金融機関にご連絡ください。



[様式第15号（第16条関係）] 金融機関提出用

【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明書
（融資申込者名）

殿

（地方公共団体名）

福島市 印

日に提出された「【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度

利用対象証明書発行申請書」による申請につきまして、次のとおり【リ・バース６０】耐
震改修利子補給制度の利用対象となることを証明します。

発行日 発行番号年 月

年 月

日

改修する住宅の
所在地

（地名地番）

補助事業等名 福島市木造住宅耐震改修等補助事業

①
本証明書は、【リ・バース６０】のご契約時までに取扱金融機関にご提出
ください。ご提出されない場合、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制
度をご利用いただけませんので、ご注意ください。

③

本証明書の発行後、　【リ・バース６０】の融資をお客さまが辞退された
場合又は　【リ・バース６０】の融資が不承認となった場合は、その旨の
通知を申込者に対して発行いただき、速やかに住宅金融支援機構にご
連絡ください。

耐震改修工事費 円

②

本証明書の発行後、上記補助事業等の対象とならなくなった場合、
【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の利用ができません。お客さま
からその旨の連絡があった場合は、速やかに住宅金融支援機構にご連
絡ください。

連絡事項
（融資申込者向け）
※必要に応じ追記可

連絡事項
（金融機関向け）
※必要に応じ追記可

補助事業交付決定額 　　　　円

（書式適用日）令和７年○月○日

金融機関使用欄

受付欄 備考


